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1.物価上昇の動向
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2022年：物価上昇＝食料とｴﾈﾙｷﾞｰの値上り：輸入物価の上昇で輸入依存度が高い物の値上げ
＊交通通信費：携帯料金の引下げでマイナス

2023年：ｴﾈﾙｷﾞｰは政府の助成政策により値下がり、上昇要因は食料
：食料の増加は外食の復活と異常気象による作柄悪化(果樹・米・野菜)⇒ｴﾝｹﾞﾙ係数の増加
：食料・ｴﾈﾙｷﾞｰ以外の物価も増加基調：労働力不足による賃金の引上げの影響

○食料価格の上昇は実質所得が増加しない世帯(特に年金世帯)では節約志向を強めることになる
○保健医療は財政問題もあり価格改定が遅れ抑制される、教育は少子化対策による無償化の影響



2.農業形態別の交易条件
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• 農業産出額は2022年は増加し9兆円を回復、2023年も
増加が見込まれる

• 実質ベースの農業産出額は毎年1％程度減少
⇒傾向的な生産減に歯止めがかかっていない

• 名目産出額が増加する中で、2022年の生産農業所得は
△2500億近く(△7.3％)低下

• 生産農業所得は実質産出額と農業の交易条件の影響を
受け、2022年は交易条件の低下により所得が減少

• 農業の交易条件(価格指数/生産資材指数)は2020年以降低下
傾向

• 2022年は農産物価格は上昇しているが、生産資材がそれ以上
に上昇し、近年では最も低い水準

• 低下率が大きいのは稲作と畜産
• 2023年は農産物の価格の上昇もありやや改善



3.食料・農業・農村基本法の改正
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• 農産物の価格形成の基本は需給+品質評価
• それに加え、農業者・食品産業・消費者は「合理
的な費用を」考慮する

• 合理的な費用を考慮するため、国は関係者の理解
促進と合理的な費用の明確化を行う

• 資材の価格変動が農業経営に著しい変動を与える
場合は、「育成すべき農業経営」に対して緩和の
ための施策を実施する
＊育成すべき農業経営：効率的かつ安定的な農
業経営体

• 消費者は「環境への負荷の低減に資する」食料を選
択するよう努める

• 国は消費者への適切な情報の提供に努める
⇒農産物環境負荷低減ラベル



4.農業所得確保のための施策
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【備考】【備考】【施策】【経営類型】

需要に合わせた生産や備蓄を通じて、需給を均衡させ価格を安定化さ
せる

米に対する直接支払はな
い

水稲経営

予算：1,992億円「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付
金を直接交付する制度

畑作物の直接支払交付金
（ゲタ対策）

転作(麦・大豆)・
畑作経営

予算： 419億円販売収入の合計（当年産収入額）が、過去の平均収入（標準的収入
額）を下回った場合に、その差額の９割を補てん
補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担

米・畑作物の収入減少影
響緩和交付金(ナラシ対
策)

水稲・畑作経営

予算：2,095億円水田で食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料作物等を生
産する農業者を支援

水田活用の直接支払交付
金

転作経営

予算： 787億円化学肥料の２割低減の取組を行う農業者に対して肥料コスト上昇分の
７割を支援：単年度措置

肥料価格高騰対策事業耕種農家

過年度の価格を下回
り補填なし
特別対策：2023年12
月まで

① 民間（生産者と配合飼料メーカー）の積立てによる「通常補塡」と、
② 異常な価格高騰時に通常補塡を補完する「異常補塡」（国と配合飼
料メーカーが積立て）の二段階の仕組みにより、生産者に対して補塡
を実施

配合飼料価格安定制度畜産経営

加工原料乳について生産者に補給金を交付することにより、加工原料
乳地域（北海道）の生乳の再生産を確保し、生乳需給の安定を図る。

加工原料乳生産者補給金
制度

酪農経営

R5年度：977億円肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、
その差額の９割を交付金として交付

肉用牛肥育経営安定交付
金（牛マルキン）

肥育牛経営

肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に生産者補給
金を交付

肉用子牛生産者補給金繁殖牛経営

H25年度以降発動な
し

標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額の９割を交
付金として交付。

肉豚経営安定交付金（豚
マルキン）

養豚経営

R4：136億円「指定野菜の価格の著しい低落があつた場合」に、生産者補給金を交
付

野菜価格安定制度野菜経営

品目の枠にとらわれず、災害による収量減少、価格下落など幅広いリ
スクに対応。保険期間の収入（経営全体）が基準収入の9割を下回った
場合に、その差額の９割までを補填。収入保険とその他の類似制度は、
いずれ選加入る選択制

収入保険青色申告経営

交易条件が低下した場合、生産費を基礎にした補填が行われるか
どうかがポイント



5.SDGの取組みと農業
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• SDGｓの中心的な取組みは温室効果ガス(ＧＨＧ)
• プライム市場の一部企業を対象に国際基準のGHG開示が義務化さ
れる方向

• 食品・外食など農業に関連する企業では、農産物の調達にあたり
GHG削減効果のある農産物が選好される可能性がある

• 農林水産業の温室効果ガス(GHG)排出割合は4.2%で
諸外国に比べ低い

• 農林水産業の排出量の1位は①燃料の燃焼であるが、
これに次ぐのが、②水田稲作：メタン、③牛の
ゲップ：メタン、④家畜排せつ物：メタン、一酸
化二窒素で化石燃料の利用程度の排出量がある

• GHGの①削減目標や達成度、②重点分野、③削減の
ための技術開発・定着が必要

【日経新聞：2024/2/19】
金融庁は東京証券取引所プライム上場企業を対象に温暖化ガス排出量の
開示を義務づける検討に入る。自社分だけでなく調達・輸送などの取引
先を含む排出量について国際基準に沿った開示を求める。投資家が同じ
基準で比べられるようにし、企業に脱炭素に向けた取り組みを加速する
よう促す。


